
電子入札システムの対応について 

 

（１）電子入札システムに障害が発生していることから、公告中の入札手続きに関して、

電子入札システムを利用できない申請者におかれましては、紙入札に移行していただ

きます（紙入札移行届の提出は不要といたします）。 

【紙入札移行後の提出方法】 

申請書・・・持参、メールまたは郵送 

入札書及び内訳明細書・・・持参又は郵送（期日までに対応が難しい場合は、入札

公告にある契約担当部署にお問い合わせください） 

※郵送の場合、入札書提出期日必着、書留郵便に限る。 

※入札書と内訳明細書は別封筒とし、一つの封筒に入れて持参又は郵送すること。 

※郵送の場合、発送後速やかに入札公告にある契約担当部署に連絡すること。 

 

（２）電子入札システムが復旧するまでの間、各質問については入札公告にある契約担当

部署にメールや FAX でお願いいたします。なお、その場合、到達しているか必ず電話

でご確認をお願いいたします。 


